
函館市障害者就労訓練設備等整備事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，平成１９年２月２３日障発第０２２３００１号厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙「障害者就労訓練

設備等整備事業実施要綱」（以下「国要綱」という。）による国庫補

助の内示通知があった設備整備等事業およびグループホーム等改修事

業に要する経費に対する補助金の交付に関し，必要な事項を定めるも

のとする。

（補助対象）

第２条 この要綱による補助金の交付対象は，国要綱により国庫補助の

内示があった社会福祉法人，特定非営利活動法人または医療法人が行

う次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 設備整備等事業

既存の施設が障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを行う

施設に移行するために必要な設備整備等を行う事業

(2) グループホーム等改修事業

賃貸物件を活用して障害者自立支援法に基づく共同生活援助およ

び共同生活介護（以下「グループホーム等」という。）を行う際に

必要な改修工事を行う事業

（補助金の額）

第３条 補助金の額は，施設ごとに次の表の第１欄に定める補助基準額

と第２欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額

と，総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少

ない方の額を選定し，当該選定した額に１，０００円未満の端数が生

じた場合はこれを切り捨てた額とする。

１ 補助基準額 ２ 補助対象経費

国要綱により (1) 設備整備等事業

内示通知された 前条第１項第１号に規定する事業に必要な

国補助所要額 備品購入費，工事費または工事請負費

(2) グループホーム等改修事業

前条第１項第２号に規定する事業に必要な

工事費または工事請負費



（補助金の交付申請）

第４条 補助金の交付申請は，次に掲げる書類を提出して行わなければ

ならない。

(1) 助成申請書（別記第１号様式）

(2) 理由書

(3) 事業計画書（別記第２号様式）

ア 施設の配置図，平面図（増築部分については，既存建物との関

係を図面上で明示すること。設備整備箇所を明示すること。）

イ 設備整備前の現況写真

ウ 設備のパンフレット等

エ 見積書の写し

(4) 事業予算書（別記第３号様式）

(5) 補助金交付申請額算出調書（別記第４号様式）

(6) 直近の年度の決算書，財産目録，貸借対照表，収支計算書

(7) 定款，寄付行為等

(8）その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付の決定等）

第５条 補助金の交付を決定したときに交付する指令書は，別記第５号

様式によるものとする。

（指令の請書）

第６条 前条の指令を受けた申請者は，遅滞なく別記第６号様式により

請書を提出するものとする。

（施設設備の手続き）

第７条 工事を行う補助事業者は，工事に着手したときは，事業開始届

（別記様式第７号様式）を，当該工事が完成したときは，事業完成届

（別記様式第８号様式）をそれぞれ速やかに市長に提出しなければな

らない。

（実績報告）

第８条 補助事業が完了した際に行う実績報告は，次に掲げる書類を提

出して行わなければならない。

(1) 障害者就労訓練設備等整備事業費補助事業実績報告書（別記第９

号様式）

(2) 事業実績報告書（別記第１０号様式）

ア 見積合わせ執行結果報告書（別記第１１号様式）および見積書

の写し



イ 契約書の写し

ウ 納品書の写し（備品購入費のみ）

エ 検査書の写し（別記第１２号様式，備品購入費のみ）

オ 施設の配置図，平面図（設備整備箇所を明示すること。）

カ 設備整備後の写真

(3) 事業精算書（別記第１３号様式）

(4) 精算額算出内訳書（別記第１４号様式）

(5) 補助金受入先の銀行口座名義等申出書（別記第１５号様式）

(6) 補助金の受領等を委任する場合は，委任状（別記第１６号様式）

(7) その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定の通知）

第９条 補助金の額の確定の通知は，別記第１７号様式によりするもの

とする。

（その他）

第10条 社会福祉法人の助成に関する条例（昭和４３年函館市条例第５

号），社会福祉法人の助成に関する条例施行規則（昭和４３年函館市

規則第１７号），函館市補助金等交付規則（昭和６２年函館市規則第

４３号）およびこの要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必

要な事項は，別に定める。

附 則

この要綱は，平成１８年１１月２日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２０年１２月２２日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２２年３月１２日から施行する。


